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別紙第１ 

報    告 

 

本委員会は、昨年９月15日、地方公務員法の規定に基づき、職員の給与等

に関する報告及び勧告を行ったが、その後引き続き、本市職員の給与等の実

態及び市内民間事業所の従業員の給与等職員の給与を決定する諸条件につい

て調査研究を行ってきた。 

その結果の概要を次のとおり報告する。 

 

１ 本市職員の給与 

本委員会は、本市職員（技能業務職員及び企業職員を除く。以下同

じ。）の給与等の実態を把握するため、本年４月１日をもって「平成29年

広島市職員給与等実態調査」を実施した。 

本市職員は、従事する職務の種類に応じ、行政職、消防職、教育職及び

医療職の４種類９給料表の適用を受けており、調査によると、その職員数

は11,989人である。このうち、民間給与との比較を行っている行政職給料

表適用職員は、5,477人であり、その平均給与月額等は、次表のとおりで

ある。 

内　　　容

5,477  人 19.5    年

給 料 321,117  円 0.75    人

扶 養 手 当 7,611  円

小 計 362,454  円

そ の 他 の 手 当 16,118  円 69.8    ％

15.0    ％

15.2    ％

41.2  歳 0.0    ％

平

均

給

与

月

額

中 学 卒

378,572  円計

平 均 経 験 年 数

学
歴
別
構
成
比

平 均 扶 養 親 族 数

高 校 卒

平 均 年 齢

内　　　容

57.6     %

女 42.4    ％

短 大 卒

33,726  円 男 女 別 構 成 比

項　　　　　目

大 学 卒

男

人　　　　　　　　員

地 域 手 当

項　　　　　目
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２ 民間給与の調査 

本委員会は、本市職員の給与と民間給与との精確な比較を行うため、人

事院、広島県人事委員会等と共同して「平成29年職種別民間給与実態調

査」を実施した。 

この調査は、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上である市

内の604の民間事業所のうちから、層化無作為抽出法によって抽出した175

の事業所について行ったものであり、公務の行政職と類似すると認められ

る事務・技術関係22職種6,338人及び医療関係、教育関係等54職種439人に

ついて、給与改定の有無や賃金カット等の有無にかかわりなく、本年４月

分として個々の従業員に実際に支払われた給与額を実地に調査した。また、

諸手当及び賞与などの特別給の支給状況等についても調査を行った。 

これらの調査項目に加えて、各企業における給与改定の状況等について

詳細に調査を行った。 

本年の「職種別民間給与実態調査」の調査結果は、次のとおりである。 

 

(1) 給与月額 

本年４月の事務・技術関係職種等の平均給与月額は、参考資料第12表

（65頁）のとおりである。 

 

(2) 初任給 

民間における新規学卒者の本年４月の初任給は、参考資料第11表（64

頁）のとおりである。 

 

(3) 家族（扶養）手当 

民間における家族手当の支給状況は、参考資料第16表（87頁）のとお

りである。 
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(4) 住宅（住居）手当 

民間における住宅手当の支給状況は、参考資料第17表（87頁）のとお

りである。 

 

(5) 特別給 

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われ

た賞与等の特別給の支給状況を調査した結果は、第１表に示すとおりで

ある。 

 

   第１表 民間における特別給の支給状況 

区  分  

項  目 

事 務 ・ 技 術 等 

従 業 員 

技 能 ・ 労 務 等 

従 業 員 

平均所定内給与月額 
下半期 

上半期 

(A1) 

(A2) 

353,057 円 

352,312 円 

271,871 円 

269,047 円 

特 別 給 の 支 給 額  
下半期 

上半期 

(B1) 

(B2) 

768,120 円 

790,397 円 

520,468 円 

508,192 円 

特 別 給 の 支 給 割 合 
下半期 

上半期 

(B1/A1) 

(B2/A2) 

2.18 月分 

2.24 月分 

1.91 月分 

1.89 月分 

年 間 の 平 均  ４．３９ 月分 

（注）１ 下半期とは平成28年８月から平成29年１月まで、上半期とは同年２月から７月 

までの期間をいう。 

２ 年間の平均は、特別給の支給割合を本市職員の人員構成に合わせて求めたもの 

である。 

備考 本市職員の場合、現行の年間支給月数は、平均で4.30月である。 
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(6) 給与改定の状況等 

民間における本年の給与改定の状況及び定期昇給の実施状況は、第２

表及び第３表に示すとおりである。 

  

   第２表 民間における給与改定の状況 

  項目 

役職 

段階 

ベースアップ 

実施 

ベースアップ 

中止 
ベースダウン 

ベースアップ

の慣行なし 

係     員 

％ 

28.8 

％ 

12.3 

％ 

0.0 

％ 

58.9 

 

課 長 級 

 

23.7 

 

13.9 

 

0.0 

 

62.4 

（注）  ベースアップ慣行の有無が不明及びベースアップの実施が未定の事業所を除いて

集計した。 

 

   第３表 民間における定期昇給の実施状況 

 
項目 
 

役職 
段階 

定期昇給
制度あり 

  

定期昇給 
制度なし 

定期昇給実施 
定期昇給 
中  止  増 額 減 額 変化なし 

係 員 

％ 

87.7 

％ 

87.1 

％ 

14.3 

％ 

6.3 

％ 

66.5 

％ 

0.6 

％ 

12.3 

課長級 
 

79.9 
 

79.3 
 

10.3 
 

5.3 
 

63.7 
 

0.6 
 

20.1 

（注）  定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベースアップと定期昇給を分

離することができない事業所を除いて集計した。 
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３ 本市職員の給与と民間給与との比較 

本委員会は、職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に

基づき、本市職員にあっては行政職（一般事務・技術職）、民間の従業員

にあってはこれと類似すると認められる事務・技術関係職種の者について、

職種、役職段階、年齢等の給与決定要素を同じくすると認められる者同士

の本年４月分の給与額を対比させ、精密に比較（ラスパイレス方式）した。 

その結果は、第４表に示すとおりであり、本年は、民間給与が本市職員

の給与を１人当たり平均379円（0.10％）上回っていることが明らかとな

った。 

  

  第４表 本市職員の給与と民間給与との較差 

民 間 給 与 ① 本市職員の給与 ② 較差 ①－②（ 

①－② 

×100） 

② 

392,440 円 392,061 円 0,2379 円 （ 0.10 ％） 

(注）  本市職員（保育士を除く行政職給料表適用者）及び民間の従業員には本年度の新規

学卒の採用者は含まれていない。 
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４ 国家公務員の給与と本市職員の給与との比較 

総務省の平成28年地方公務員給与実態調査によると、国の行政職俸給表

(一)の適用職員の俸給月額とこれに相当する本市の一般行政職の給料月額

とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較する

と、国家公務員の指数を100とした場合の本市職員の指数は、98.7である。 

 

５ 物価・生計費 

本年４月の消費者物価指数（総務省統計局）は、昨年４月に比べ、広島

市では0.2％上昇しており、全国でも0.4％の上昇となっている。 

また、家計調査（同局）における本年４月の広島市の二人以上の世帯の

消費支出は、参考資料第20表（90頁）のとおりである。 

 

６ 人事院の給与等報告及び勧告の概要 

人事院は、本年８月８日、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する

法律等の規定に基づき、一般職の職員の給与について報告及び勧告した。

あわせて公務員人事管理について報告した。 

なお、給与勧告の骨子については７頁及び８頁、公務員人事管理に関す

る報告の骨子については９頁のとおりである。 

 









- 10 - 

７ むすび 

（１）給与の改定 

あああ本市職員の給与の決定に関係ある基本的な諸条件は、以上報告したと

おりである。 

給与勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として設けられたもので

あり、職員の給与水準と民間の給与水準とを均衡させること（民間準

拠）を基本にして、公務員給与について適正な水準を維持確保する機能

を有している。 

本年においては、前記３のとおり、本市職員の給与が民間給与を下回

ることとなったことから、本委員会では、公民較差（0.10％）を解消す

るため、民間事業所の状況等を勘案し、本市職員の実態に応じて、給料

表又は諸手当を改定することにより、本市職員の月例給を引き上げるこ

とが適当であると判断した。 

このため、給与改定に当たっては、人事院勧告における国家公務員の

改定状況を踏まえ、行政職給料表適用職員の給与について、前述の民間

給与との較差を解消する措置を講ずるとともに、他の給料表適用職員の

給与についても、行政職給料表適用職員との均衡を図る措置を講ずる必

要がある。 

また、本市職員の期末・勤勉手当の年間支給月数が民間における特別

給の年間支給割合を0.09月分下回っていることから、本委員会では、民

間における支給状況に見合うよう、本市職員の期末・勤勉手当を年間で

0.10月分引き上げることが適当であると判断した。 

 

（２）人事管理に関する課題 

近年、社会経済情勢の変化に伴って、行政に対するニーズも年々多様

化・複雑化してきている。これらのニーズに的確に対応するため、組織
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全体としての取組が求められることはもちろんのこと、任命権者、管理

監督者、職員一人一人がそれぞれの立場で高い士気と倫理観を持ちつつ、

効率的・効果的に職務を遂行していくことが求められる。 

そのため、本市の実情に鑑み、特に次の点について検討を進め、時代

の変化に対応した人事管理を行っていく必要がある。 

 

ア 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて） 

年齢や家庭の状況など、それぞれのライフステージに応じた様々な

生き方を選択できる勤務環境の整備は、多様な人材の確保・活用や職

員の心身の健康保持、公務能率の向上、質の高い市民サービスの提供

のため有用である。 

これまで本市では、仕事と家庭の両立を支援するため、育児や介護

に関する休暇等の制度の整備・拡充を図るとともに、「職員の子育て

支援ハンドブック」や「育児休業に関するリーフレット」を作成して、

職員へ制度を周知し、また、管理監督者の意識啓発の研修を行うなど、

これらの制度が利用しやすい環境づくりを進めてきた。この結果、育

児や介護に関する各種支援制度の利用実績が向上し、仕事と生活の調

和に対する意識の定着・向上は着実に図られてきていると考えられる。 

また、平成27年度に策定された「広島市職員子育て支援プラン（第３

期計画）」では、時間外勤務の縮減や年休取得日数の増加だけでなく、

配偶者が出産する場合の出産補助休暇や男性職員の育児休業の取得率の

向上を目標に掲げ、男性職員にとっても子育てをしやすい環境づくりに

取り組んでいる。 

近年、女性職員の割合が高まる中で、女性職員が能力を十分に発揮し

活躍するためには、こうした取組を継続していくとともに、女性職員や

管理監督者への研修による意識啓発を充実させていく必要がある。 
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今後とも、管理監督者においては、職場内で職務遂行の相互支援体

制を整えるとともに、自ら率先して休暇を取得するほか、男性職員に

育児休業の取得を呼び掛けるなど、各種支援制度を利用できるよう、

業務分担の見直しや職員の協力関係の構築を含む良好な職場風土の醸

成に取り組まなければならない。 

職員が仕事を含めた生活全般の質を高め、ひいては市民サービスの

向上につなげていけるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け

た環境づくりに取り組んでいく必要がある。 

 

イ 時間外勤務の縮減 

   時間外勤務の縮減は、職員の心身の健康保持、公務能率の向上、労働

意欲や活力の向上を図り、ひいてはワーク・ライフ・バランスを実現さ

せる観点から極めて重要な課題である。 

平成28年度の１人当たりの月平均時間外勤務時間数は、ほぼ横ばいで

ある。また、依然として、部署によっては長時間の時間外勤務が恒常化

しており、長時間の時間外勤務をしている職員は多い。 

過度の時間外勤務は、職員の職務遂行の質と職務意欲の低下を引き起

こし、心身への悪影響につながりかねないことから、組織全体として取

り組むべき課題である。 

管理監督者においては、課別・個人別の時間外勤務状況を把握し、長

時間の時間外勤務については、その要因を分析して個々の職員の勤務時

間を適切なものにし、職員間において平準化するよう適切な業務配分や

業務の計画的執行等のマネジメントを行い、時間外勤務の縮減に取り組

む必要がある。また、時間外勤務の事前命令の徹底についても、職員の

勤務時間を適切に管理する上で重要であるから、引き続き行っていく必

要がある。 
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職員においては、一人一人が効率的に職務を遂行するよう努めること

が重要である。 

任命権者においては、業務量に応じたメリハリのある人員配置を行う

ことはもちろんのこと、事務事業の見直しを行うことにより業務の削

減・合理化に積極的に取り組んでいくことが重要である。 

一方、国においては、民間企業の長時間労働の是正について、本年 

３月に決定された「働き方改革実行計画」（働き方改革実現会議決定）

に基づき、時間外労働の上限規制を始めとする労働制度の抜本改革が行

われようとしている。今後、民間労働法制の動向等を踏まえて、実効性

のある措置を検討していく必要がある。 

 

ウ メンタルヘルス対策の推進  

   職員が心身ともに健康でその能力を十分に発揮し職務に専念すること

は、組織活力の維持・向上や市民への質の高い行政サービスの提供のた

めに不可欠である。 

長期病休者に占める精神疾患者の割合は高く、またその病休期間も長

い傾向にある。職員の長期病休により、職務遂行が滞るのみならず、他

の職員に負担がかかることからも、メンタルヘルス対策は重要である。 

   本市では、平成26年度から平成30年度までを計画期間とする「第２次

広島市職員の心の健康づくり計画」を策定し、メンタルヘルス対策に取

り組んでいるところである。 

任命権者においては、今後も職員個人の心の健康保持に関する研修の

ほか、ストレスチェックを職場ごとに分析した結果が提供される管理監

督者を対象とした職場環境改善のための研修を実施していくことが重要

である。 

   管理監督者においては、自ら働きやすい職場づくりに努めるとともに、
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ストレスチェックの分析の結果や日頃の職員とのコミュニケーションを

通じ、職員の様子の変化を把握した上で個別の面談を行い、業務の質と

量、職員の健康状態、職場の人間関係について配慮するなど、職場にお

けるメンタルヘルスケアに取り組んでいく必要がある。 

   職員においては、ストレスチェックを受検し、自身のストレス状況や

心身の状態を自覚した上で、生活習慣を見直し、自分に合ったリフレッ

シュ方法を取り入れるなどのセルフケアに努めることが重要である。 

 また、メンタルヘルス不調の要因は複合的であると考えられることか

ら、時間外勤務の縮減、ハラスメント対策などの取組と併せて総合的に

対策を進めていく必要がある。 

 

エ 不祥事の防止 

市政を円滑に運営するに当たっては、市民の信頼が不可欠である。

職員が不祥事を起こせば、それがたとえ一部の者による行為であって

も、市民の信頼を損ない、市政運営を困難にするばかりでなく、職員

全体のやりがいや意欲をそぐことにもなりかねない。 

本市においては、不祥事発生の都度、職務上の不祥事については、

発生の要因を分析し、業務執行手続やチェック体制を見直し、現場に

浸透させるとともに、職務外の不祥事については、服務監理委員会を

通じて職員のモラルに関する指導を行っている。 

しかしながら、職員の不祥事は依然として発生している。昨年度は、

ストーカー行為や盗撮といった悪質な事案が発生した。特に管理監督者

が行った痴漢行為については大きく報道されたが、これは極めて遺憾な

ことである。 

このような現状を踏まえ、不祥事の防止に向けて、より一層危機感

を持って組織的に取り組む必要がある。 
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任命権者においては、引き続き、公務員倫理研修等あらゆる機会を

通じ、職員の倫理意識の向上、組織を挙げての服務規律の確保を図っ

ていく必要がある。 

管理監督者においては、自身がいかなる不祥事も起こさないことは

当然として、事あるごとに職員に対し、職務上・職務外を問わず高い

倫理観と使命感を持って行動するよう自覚を促す必要がある。 

職員においては、一人一人が公私を問わず、絶対に不祥事を起こさ

ないという強い意思を持って、自己管理することを怠らず、市民の信

頼と負託に応えていかなければならない。 

 

オ 高齢層職員の雇用問題への対応 

  60歳で定年退職となる場合に、公的年金が支給されず無収入となる期

間が生じることへの対応として、本市においては、平成26年度に再任用

制度を導入したところである。 

  また、当該制度の導入時期は、本市が政令指定都市移行前後に大量採

用した職員の定年退職時期と重なっており、再任用職員は更に増加して

いく状況にある。 

 任命権者においては、引き続き職員からの希望聴取を適切に行うとと

もに、再任用された職員をその能力と経験を活かせる職場へ配置するこ

とが重要である。加えて、再任用職員のモチベーションの維持・向上に

努めていく必要がある。 

一方、国においては、公務員の定年延長に向けた議論が行われている

ところである。地方公務員の定年は国家公務員の定年を基準とすること

とされており、再任用制度にも影響があると考えられることから、国の

制度がどのようなものになるか注視しておく必要がある。 

 



- 16 - 

カ 若手職員の育成 

本市においては、豊富な実務経験を有する職員が大量に退職していく

一方、経験の浅い若手職員が増加している。 

こうした状況の中で、質の高い行政サービスを提供していくためには、

若手職員を適切に育成していくことが重要である。 

本市では、職員の指導・育成は日々の職務遂行を通じて能力の向上を

図る職場研修を中心にして行っているところである。 

若手職員においては、自らが各職場で意欲的に職務遂行の能力を高め

ていくことが重要であり、管理監督者においては、若手職員の適性を見

極め、職務遂行を通じて必要な指導・助言を行っていく必要がある。 

また、再任用職員においては、これまで培ってきた実務に関する知識

や経験を若手職員に適切に継承していくことも重要である。 

今後も組織として、若手職員の育成に着実に取り組むことが必要であ

る。 

 

 


